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I 行政コスト計算書 
 

行政コスト計算書
（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）

（金額単位：円）
Ⅰ　業務費用
仮定損益計算書上の費用

資金調達費用 236,720,521,755
役務取引等費用 65,432,374
その他業務費用 2,025,107,835
営業経費 25,015,054,587
その他経常費用 59,933,395,956
特別損失 56,475,626 323,815,988,133

（控除）業務収入
資金運用収益 329,046,088,148
役務取引等収益 3,405,601,379
その他業務収益 -
その他経常収益 12,642,111,887
特別利益 53,223,398,013 398,317,199,427

業務費用合計 △ 74,501,211,294

Ⅱ　機会費用
政府出資の機会費用 20,992,719,000
政府無利子貸付等の機会費用 5,461,540,975

5,555,784
機会費用合計 26,459,815,759

Ⅲ　行政コスト △ 48,041,395,535

公務員からの出向職員に係る
退職給付引当金増加額
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II 添 付 

 行政コスト計算書作成の前提となる以下の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。）
に基づいて当行が独自に作成し、証券取引法第 193条の 2の規定に準ずるみすず監査法人
の監査証明を受けた財務諸表をもとに作成しています。 
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１． 民間企業仮定貸借対照表 
  （平成１９年３月３１日） 

                   （金額単位：円）                 

       

（資産の部）
12,146,462,482,999
366,469,422,051
27,836,782,351
223,829,708,750
34,110,949,036
53,740,400,331
35,764,484,226

-
334,965,203,106

△ 146,742,011,225
△ 2,456,769,712
13,073,980,651,913

（負債の部）
2,671,644,786,088
7,862,935,801,000
191,683,251,518
1,617,684,475
29,558,065,063
334,965,203,106

11,092,404,791,250
（純資産の部）

1,272,286,000,000
810,163,312,849

準 備 金 1,076,594,292,541
当期未処理損失 266,430,979,692
（当期利益） 75,166,026,044

21,493,592,468

△ 122,367,044,654
1,981,575,860,663

13,073,980,651,913

資 産 の 部 合 計

現 金 預 け 金
そ の 他 資 産

有 価 証 券

買 現 先 勘 定
金 銭 の 信 託

投資損失引当金

純資産の部合計
負債及び純資産の部
合 計

退職給付引当金
支 払 承 諾
負 債 の 部 合 計

資 本 金

その他有価証券
評 価 差 額 金
繰延ヘッジ損益

科　　目

債 券
借 用 金
そ の 他 負 債

科　　目 金　　額

賞 与 引 当 金

利 益 剰 余 金

支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金

動 産 不 動 産
債 券 繰 延 資 産

金　　額

貸 出 金
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２． 民間企業仮定損益計算書 
（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

                           （金額単位：円） 

345,758,616,164
329,710,902,898

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） (326,472,852,129)
（うち有価証券利息配当金） (2,449,654,908)

3,405,601,379
-

12,642,111,887
323,759,512,507
236,720,521,755

（ う ち 債 券 利 息 ） (33,525,806,700)
（ う ち 借 用 金 利 息 ） (179,674,142,192)

65,432,374
2,025,107,835
25,015,054,587
59,933,395,956
21,999,103,657
53,223,398,013
56,475,626

75,166,026,044
341,597,005,736
266,430,979,692

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

当 期 未 処 理 損 失

当期純利益（△は当期純損失）
前 期 繰 越 損 失

そ の 他 経 常 費 用
経常利益（△は経常損失）
特 別 利 益
特 別 損 失

金　　額

役 務 取 引 等 費 用
そ の 他 業 務 費 用
営 業 経 費

そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

科　　目

経 常 収 益
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３． キャッシュ・フロー計算書 
（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

                             （金額単位：円） 

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益 75,166,026,044
減価償却費 777,108,614
減損損失 0
貸倒引当金の増加額 -47,052,293,136
投資損失引当金の増加額 -330,618,092
賞与引当金の増加額 -40,373,137
退職給付引当金の増加額 -1,329,784,706
資金運用収益 -329,710,902,898
資金調達費用 236,622,093,656
有価証券関係損益 46,938,076,656
金銭の信託運用損益 -1,349,135,558
為替差損益 -467,498
固定資産処分損益 56,294,249
貸出金の純増（△）減 716,983,822,514
債券の純増減（△） 410,555,189,700
借用金の純増減（△） -1,141,539,170,000
買現先勘定等の純増（△）減 -73,825,850,889
資金運用による収入 334,009,938,840
資金調達による支出 -236,040,389,629
その他計 -53,940,044,252
その他（貸出金償却） 2,982,256,742
その他（その他経常費用） 890,079,605
その他 -57,812,380,599
営業活動によるキャッシュ・フロー -64,050,479,522

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 -284,959,550,000
有価証券の償還による収入 355,000,000,000
金銭の信託の増加による支出 -1,674,500,045
金銭の信託の減少による収入 3,609,398,449
有形固定資産の取得による支出 -437,152,048
有形固定資産の売却による収入 2,075,664
投資活動によるキャッシュ・フロー 71,540,272,020

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
国庫納付による支払額 -1,179,341,000
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,179,341,000

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 118,698
Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 6,310,570,196
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 27,786,222,003
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 34,096,792,199

金　　額　科　　目
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４． 民間企業仮定利益処分計算書 
                             （金額単位：円） 

前期繰越損失 341,597,005,736

当 期 利 益 75,166,026,044 266,430,979,692

準 備金積立額 36,592,324,665

国 庫 納 付 金 2,499,987,686 39,092,312,351

注：国庫納付金は、仮定損益計算書上の当期利益から計算さ
れたものではなく、日本政策投資銀行法第38条第１項の
規定に基づき作成された財務諸表から計算された金額で
ある。

損 失 処 理 額

金　　額科  　目

当期未処理損失
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５． 財務書類の注記 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 
 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価

法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、

その他有価証券のうち時価のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく

時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについて

は、移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。また、投資

事業組合等への出資金については組合等の事業年度に係る財務諸表及び中間会

計期間に係る中間財務諸表に基づいて、組合等の損益のうち持分相当額を純額で

計上しております。 
なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理して

おります。 

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 
 該当ありません。 

(3) 固定資産の減価償却の方法 
 動産不動産は、定率法（ただし建物（建物付属設備を除く。）については定額

法）を採用しております。 
 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物：22年～50年 

動産： 3年～20年 

 当行の民間企業仮定貸借対照表においては、長期信用銀行法施行規則に基づい

た表示をしているため、固定資産（動産不動産）は、減価償却累計額控除後の簿

価を計上しています。 

 同累計額は、平成 19年 3月 31日現在で 20,347,521,257 円です。 

(4) 外貨建資産・負債の換算基準 
 外貨建の資産・負債については、決算日の為替相場による円換算額を付してお

ります。 

(5) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 
 予め定めている償却・引当基準に則り、次の通り計上しております。 
 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」

という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」

という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後

の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営

破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）
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に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フ

ローを合理的に見積もることができない債権については、債権額から担保の処分

可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、

債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を引き当てておりま

す。破綻懸念先及び今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち、債権

の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もるこ

とができる債権については、当該キャッシュ･フローを当初の約定利子率で割り

引いた金額と債権の帳簿価額との差額を引き当てております。上記以外の債権に

ついては、当行の平均的な融資期間を勘案した過去の一定期間における貸倒実績

から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 
 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、投融資営業関連部署が資産査

定を実施し、当該部署から独立した査定部署が第二次査定を実施しており、その

査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 
 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権

額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額

を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は

56,267,698,906円であります。 

② 投資損失引当金 
 時価のない有価証券に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要

と認められる額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 
 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、数理計

算上の差異の費用処理方法は以下の通りであります。 
数理計算上の差異：発生年度において全額費用処理 
 また、退職給付引当金には、役員に対するものが含まれております。 

＜「退職給付に係る会計基準」六に定める記載事項＞ 
１． 退職給付債務に関する事項 

（金額単位：円） 

区    分 第 8期 
（平成 19年 3月 31日） 

退職給付債務 (A) △ 44,460,085,200 
年金資産 (B)   14,902,020,137 
未積立退職給付債務 (C)=(A)+(B) △ 29,558,065,063 
会計基準変更時差異の未処理額 (D) － 
未認識数理計算上の差異 (E) － 
未認識過去勤務債務 (F) － 
連結貸借対照表計上額純額 (G)=(C)+(D)+(E)+(F) △ 29,558,065,063 
前払年金費用 (H) － 
退職給付引当金 (G)-(H) △ 29,558,065,063 

（注） 厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。 
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２． 退職給付費用に関する事項 
（金額単位：円） 

区    分 第 8期 
（平成 19年 3月 31日） 

勤務費用 1,400,769,611 
利息費用 897,895,523 
期待運用収益 △ 493,937,784 
過去勤務債務の費用処理額 － 
数理計算上の差異の費用処理額 △ 861,954,731 
会計基準変更時差異の費用処理額 － 
その他（臨時に支払った割増退職金等）     － 
退職給付費用 942,772,619 
 

３． 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 

区    分 第 8期 
（平成 19年 3月 31日） 

(1) 割引率 2.0％ 
(2) 期待運用収益率 3.5％ 
(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 
(4) 数理計算上の差異の処理年数 発生年度に一括償却 

 

④ その他の引当金 
  賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支
給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。また、賞与引当金には、

役員に対するものが含まれております。 
（金額単位：円）  

区  分 金  額 
賞与引当金 1,617,684,475 

 

(6) その他重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 
 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

② 繰延資産の処理方法 
 債券発行差金は、償却期限までの期間に対応して償却しております。 
 債券発行費は、発生した期に全額費用として処理しております。 

③ 保証債務の金額 
 民間企業仮定貸借対照表上「支払承諾」として計上されています。 

④ 収益・費用の計上基準 
 企業会計原則が規定する通常の計上基準と異なる基準を採用している収益・費

用はありません。 
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⑤ 各特殊法人等個別の事項  
 行政コスト計算書におきましては、取引先の利子負担を軽減するために政府か

ら日本政策投資銀行を経由して取引先に支給されている利子補給金、

664,814,750 円を「Ⅰ 業務費用」中「業務収入（資金運用収益）」の項目より控
除しています。 
 民間企業仮定利益処分計算書における準備金積立額は、日本政策投資銀行法施

行令（平成 11年政令第 271号）第 4条第 1項乃至第 3項の規定に基づき計算さ
れた当期利益について、日本政策投資銀行法第 41条第 1項及び日本政策投資銀
行法施行令第３条の規定に従い積立を行うものです。また、次期繰越損失は、日

本政策投資銀行法上当期の損失処理がなされない金額です。 

(7) キャッシュ・フロー計算書に関する事項 
 間接法により作成しています。キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

は、民間企業仮定貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び債券の償還・利

払いに係る財務代理人への信託金を除く預け金です。 
＜「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」第四に定める記載事項＞ 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 
平成 19年 3月 31日現在      （単位：円） 
現金預け金勘定 34,110,949,036 
財務代理人への信託金 △ 14,156,837 
現金及び現金同等物 34,096,792,199 

(8) 機会費用の計上基準 

① 国有財産の無償使用に係る機会費用の算出方法 
該当ありません。 

② 政府出資に係る機会費用の算出に用いた利子率 
1.650％（日本相互証券が公表する平成 19年 3月末現在の 10年国債（新発債）
の利回り） 

③ 通常よりも有利な条件による資金調達に係る機会費用の算出に用いた利子率 
1.840%（平成 18年度中の資金調達に係る約定利率の加重平均値） 

④ 公務員からの出向職員に係る機会費用の対象者数 
5人（平成 18年度中の採用者 3名を含む） 

⑤ その他の機会費用の算出方法 
該当ありません。 

(9) 行政コスト計算財務書類を作成する日までに発生した重要な後発事象 
該当ありません。 

(10) 重要な会計方針の変更 
            該当ありません。 
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